
  

 

 
 

     

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

笠置駐在所だより 
令和７年１１月号  

恵那警察署 

笠置駐在所 

２７－３０１５ 

 

期間 令和７年１１月１５日から 

   令和８年 ２月１５日まで     

期間中、笠置山等では、 

狩猟中の発砲・わなの設置 

が行われる場合があります。 

狩猟事故防止のために 
山林では目立つ服装を！ 

わなには近づかない！ 

 

※狩猟者の方は 

 登山客等に配 

意を！  


